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(57)【要約】
【課題】有機ＥＬ素子を用いて、構図決定用の補助線を
被写体像に重ねて表示するファインダー装置を提供する
。
【解決手段】発光表示部１６に、発光部を配列して水平
補助線Ｈ１、Ｈ２、垂直補助線Ｖ１、Ｖ２を描く。各水
平補助線Ｈ１、Ｈ２は、垂直補助線Ｖ１、Ｖ２との交点
において分割され、３つの分割補助線から成る。各水平
補助線Ｈ１、Ｈ２の分割補助線は、それぞれ発光部２５

Ｈ１～２５Ｈ６によって構成される。各垂直補助線Ｖ１
、Ｖ２も同様に３つの分割補助線から成り、それぞれ発
光部２５Ｖ１～２５Ｖ６によって構成される。各分割補
助線を構成する発光部２５Ｖ１～２５Ｖ６、２５Ｈ１～
２５Ｈ６は、被写体輝度や被写体の色に応じて独立に発
光制御される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対物光学系を通る光から被写体像を形成するファインダー光学系と、
　前記被写体像を観察するためのファインダー窓と、
　前記光の光路を交差するように配置され、有機発光材料を含む有機ＥＬ層から構成され
る発光部を発光させて表示を行い、その発光表示を前記被写体像に重ねて前記ファインダ
ー窓から観察させる発光表示部とを備えるファインダー装置であって、
　前記発光部は、被写体からの光が透過され、被写体観察が可能な前記発光表示部の撮影
視野領域の全体に規則的に配列され、構図決定用の補助線として発光表示されることを特
徴とするファインダー装置。
【請求項２】
　前記被写体像の被写体輝度を測定する測光手段を備え、
　前記測定された被写体輝度に基づいて前記発光部の発光強度が制御されることを特徴と
する請求項１に記載のファインダー装置。
【請求項３】
　前記発光部は、第１の電極、前記有機ＥＬ層、第２の電極がこの順に積層されて構成さ
れ、前記第１及び第２の電極はいずれも透明電極であることを特徴とする請求項１に記載
のファインダー装置。
【請求項４】
　前記発光部は、第１の電極、前記有機ＥＬ層、第２の電極がこの順に積層されて構成さ
れ、前記第１及び第２の電極のいずれか一方の電極は、非透明電極であるとともに、他方
の電極は透明電極であって、
　前記発光部が発光していないとき、前記非透明電極は被写体からの光を遮光し、構図決
定用の補助線として視認されることを特徴とする請求項１に記載のファインダー装置。
【請求項５】
　前記被写体像の被写体輝度を測定する測光手段を備え、
　前記被写体輝度が所定値以下である場合、前記発光部は発光させられると共に、
　前記被写体輝度が所定値より大きい場合には前記発光部は発光させられないことを特徴
とする請求項４に記載のファインダー装置。
【請求項６】
　被写体像の色を測定する測色手段を備え、
　前記測定された色に基づいて前記発光部の発光色が変更され、又は前記発光部の発光が
停止させられることを特徴とする請求項１に記載のファインダー装置。
【請求項７】
　前記発光部は、前記被写体像の色の反対色に発光されること特徴とする請求項６に記載
のファインダー装置。
【請求項８】
　前記構図決定用の各補助線は、複数の分割補助線に分割され、前記分割補助線それぞれ
を形成する発光部は、それぞれ独立に発光制御可能であることを特徴とする請求項１に記
載のファインダー装置。
【請求項９】
　前記分割補助線の表示場所に対応した前記被写体像の被写体輝度を検出する測光手段を
備え、
　前記各分割補助線を形成する発光部はその対応する被写体輝度に基づき、発光強度が制
御されることを特徴とする請求項８に記載のファインダー装置。
【請求項１０】
　前記各分割補助線の表示場所に対応した前記被写体像の色を検出する測色手段を備え、
　前記各分割補助線を形成する発光部はその対応する被写体像の色に基づき、発光色が制
御されることを特徴とする請求項８に記載のファインダー装置。
【請求項１１】
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　前記発光部は、前記構図決定用の補助線を、複数パターン描くように配列され、
　前記撮影視野領域にはその複数パターンのうち、いずれか１パターンが発光表示される
ことを特徴とする請求項１に記載のファインダー装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロルミネセンス素子が光路内に配置されるファインダー装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、一眼レフカメラにおいて、ペンタプリズムと焦点板の間の被写体結像位置近傍に
有機エレクトロルミネセンス素子（以下、有機ＥＬ素子という）が配置されることが知ら
れている。例えば、特許文献１では、撮影視野領域に設けられたフォーカスフレーム等の
各種フレームの形状に沿うように有機発光層が積層され、これにより上記フレームを発光
表示させる構成が開示されている。また、例えば特許文献２には、有機ＥＬ素子によって
、撮影視野領域の外側に文字パターンを表示させ、この文字パターンの発光色が変化させ
る構成が開示されている。
【０００３】
　また、従来、カメラのファインダー内に各種マークが発光ダイオードを用いて表示され
る構成が広く知られている。例えば、特許文献３には、発光ダイオードによって、焦点位
置を表示するための十字マークがファインダー内に表示され、この十字マークは被写体画
像の測光値や測色値に基づいて、表示色又は発光輝度が制御されている。
【特許文献１】特許第３５３９２５１号公報
【特許文献２】特開２０００－１３７２６８号公報
【特許文献３】特開平１１－２８６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、従来、光路上に挿入されたピントスクリーンにケガキ線等が描かれ、撮影視
野領域にグリッド線や黄金分割線が表示されるようにした一眼レフカメラが広く知られて
いる。上記スクリーンとしては、水平線や垂直線を３～５本程度示した方眼スクリーンや
、黄金分割線が描かれた黄金分割スクリーン、又は被写体の寸法を確認するために十字線
に目盛りが付けられた顕微鏡撮影用スクリーン等が知られている。
【０００５】
　例えば、黄金分割線は被写体の構図を決定する際の目安になるため、黄金分割スクリー
ンは風景写真や人物写真を撮影する際に広く使用される。一方、方眼スクリーンは、水平
線等が確認しやすくなるので、建築写真を撮影するときに好適に用いられる。また、補助
線が不要の場合には、ケガキ線が描かれていないピントスクリーンが使用される場合もあ
る。すなわち、撮影目的や撮影対象によって上記各スクリーンは使い分けられ、撮影目的
等が変わる毎に取り替えられている。
【０００６】
　しかし、ピントスクリーンの取り替え作業は煩雑であり、撮影対象や撮影目的が変更さ
れる毎に、スクリーンを取り替えるのは面倒である。また、上記構図決定用の補助線は、
構図決定後において撮影の妨げとなるので、１枚の写真を撮影する間においても、表示・
非表示を切り替える必要がある場合があるが、一連の撮影動作の中でスクリーンの取り替
え作業を行うことは不可能である。
【０００７】
　また、上記ケガキ線は、凹部又は凸部によってできた陰影によって描かれ、通常黒色で
あるが、被写体が黒い物体や夜景の場合、構図決定用の補助線が視認できない場合がある
。
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【０００８】
　そこで、本発明は、これら問題点に鑑みて成されたものであり、構図決定用の補助線の
表示・非表示及び表示色等を容易に変更することが可能なファインダー装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係るファインダー装置は、対物光学系を通る光から被写体像を形成するファイ
ンダー光学系と、被写体像を観察するためのファインダー窓と、光の光路を交差するよう
に配置され、有機発光材料を含む有機ＥＬ層から構成される発光部を発光させて表示を行
い、その発光表示を被写体像に重ねてファインダー窓から観察させる発光表示部とを備え
るファインダー装置であって、発光部は、被写体からの光が透過され、被写体観察が可能
な発光表示部の撮影視野領域の全体に規則的に配列され、構図決定用の補助線として発光
表示されることを特徴とする。
【００１０】
　被写体像の被写体輝度を測定する測光手段を備え、測定された被写体輝度に基づいて発
光部の発光強度が制御されることが好ましい。また、被写体像の色を測定する測色手段を
備え、測定された色に基づいて発光部の発光色が変更され、又は発光部の発光が停止させ
られても良い。この場合、発光部は、被写体像の色の反対色に発光されることが好ましい
。そして、被写体像が白色と判定された場合（すなわち、ＲＧＢの強度それぞれが所定値
より高い場合）、発光部の発光が停止させられることが好ましい。
【００１１】
　発光部は、第１の電極、有機ＥＬ層、第２の電極がこの順に積層されて構成され、第１
及び第２の電極は例えばいずれも透明電極で構成され、このような構成によれば、発光部
が非発光のとき、構図決定用の補助線は視認されない。なお、第１及び第２の電極は一方
が陰極、他方が陽極である。
【００１２】
　発光部は、第１の電極、有機ＥＬ層、第２の電極がこの順に積層されて構成され、第１
及び第２の電極のいずれか一方の電極は、非透明電極であるとともに、他方の電極は透明
電極であっても良い。この場合、非透明電極は対物側、透明電極は接眼側に設けられる。
このような構成によれば、発光部が発光していないとき、非透明電極は被写体からの光を
遮光し、発光部は構図決定用の補助線として視認される。この場合、被写体輝度が所定値
以下である場合、発光部は発光させられると共に、被写体輝度が所定値より大きい場合に
は発光部は発光させられないことが好ましい。
【００１３】
　構図決定用の各補助線は、複数の分割補助線に分割され、分割補助線それぞれを形成す
る発光部は、それぞれ独立に発光制御可能であることが好ましく、これにより各補助線の
色や発光強度を、被写体像の色や輝度に応じて、精緻に設定することができる。
【００１４】
　この場合、分割補助線の表示場所に対応した被写体像の被写体輝度を検出する測光手段
を備えていたほうが良く、各分割補助線を形成する発光部はその対応する被写体輝度に基
づき、発光強度が制御され、例えば被写体輝度が大きいほど、発光強度が大きくされたほ
うが良い。また、各分割補助線の表示場所に対応した被写体像の色を検出する測色手段を
備え、各分割補助線を形成する発光部はその対応する被写体像の色に基づき、発光色が制
御されても良い。
【００１５】
　さらに、発光部は、構図決定用の補助線を、複数パターン描くように配列され、撮影視
野領域にはその複数パターンのうち、いずれか１パターンが発光表示されるように構成さ
れても良い。
【発明の効果】
【００１６】
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　以上のように、本発明では、構図決定用の補助線が有機ＥＬ素子によって発光表示され
るので、補助線の表示・非表示、補助線の発光輝度、又は補助線の色を容易に変更するこ
とができる。したがって、撮影対象や撮影目的に合わせて有機ＥＬ素子の発光を制御する
ことにより、補助線の視認性を向上させると共に、不要時に構図決定用の補助線が撮影の
妨げとなることが防止される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下本発明の実施形態について図面を用いて詳細に説明する。
　図１、２は、本実施形態が適用された一眼レフカメラのファインダー装置を示す。なお
、以下の説明においては、本発明が一眼レフカメラに適用された場合を説明するが、本発
明は、コンパクトカメラ等、その他の撮像装置に適用することも可能である。
【００１８】
　本実施形態のファインダー装置１０は、ファインダー光学系と、発光表示部１６と、フ
ァインダー窓１７と、測光用レンズ１８と、測光用受光素子１９とを備える。ファインダ
ー光学系は、対物レンズ（対物光学系）１１と、クイックリターンミラー１２と、ピント
板１３と、ペンタプリズム１４と、接眼レンズ１５とを備える。
【００１９】
　被写体で反射された反射光は、対物レンズ１１を通り、クイックリターンミラー１２で
反射され、ピント板１３に導かれ、ピント板１３で被写体像として結像される。ピント板
１３で結像された被写体像は、ペンタプリズム１４、接眼レンズ１５を介してファインダ
ー窓１７から観察される。クイックリターンミラー１２はレリーズスイッチ（不図示）が
押されると、光路上から退避させられ、対物レンズ１１によって導かれた反射光は、ＣＣ
Ｄやフィルム等に導かれ、これらを露光する。
【００２０】
　測光用受光素子１９は、各測光用レンズ１８、ペンタプリズム１４を介してピント板１
３で結像された光の一部を取り込み、ファインダー窓１７から観察される被写体像の被写
体輝度を検出する。測光用受光素子１９は後述する分割領域ＭＨ１～ＭＨ６、ＭＶ１～Ｍ

Ｖ６の各領域それぞれに対応するように１２個のセンサが設けられて構成されても良いし
、ＣＣＤ等から構成されても良い。
【００２１】
　発光表示部１６は、有機ＥＬ素子から構成され、ピント板１３と、ペンタプリズム１４
の間で、被写体からの光が通過する光路に交差する横断領域上に配置される。すなわち、
発光表示部１６は被写体結像位置近傍に配設される。発光表示部１６からの光は、被写体
からの光と同様に、ペンタプリズム１４、接眼レンズ１５を介して、ファインダー窓１７
に入射される。したがって、発光表示部１６の発光表示は、被写体像に重ねられるように
ファインダー窓１７で観察される。なお、発光表示部１６は、クイックリターンミラー１
２とピント板１３の間に配置することも可能である。
【００２２】
　発光表示部１６の模式的な平面図を図３に示す。発光表示部１６は、矩形のファインダ
ー視野領域２１と、ファインダー視野領域２１の上下左右の外側を囲み、枠状に形成され
たファインダー視野外領域２２とを備える。ファインダー視野領域２１は、ファインダー
窓１７（図１参照）から視認可能であるが、ファインダー視野外領域２２はファインダー
窓１７から視認することができない領域である。
【００２３】
　矩形のファインダー視野領域２１は、被写体を観察するための矩形の撮影視野領域２３
と、撮影視野領域２３の上下左右の外側を囲み、四角枠状に形成された情報表示領域２４
とを備える。撮影視野領域２３は被写体からの反射光が入射・透過される領域であって、
被写体観察に使用される。情報表示領域２４は、後述する遮光マスクによって被写体から
ファインダー窓１７（図１参照）に入射される光が遮光される領域であるが、必要に応じ
て各種情報が発光表示されても良い。本実施形態では、発光部は撮影視野領域２３にしか
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設けられず情報表示領域２４には設けられないが、各種情報が発光表示される場合、情報
表示領域２４にも発光部が設けられる。なお、各種情報としては、撮影に利用される露光
値、撮影モードやストロボ発光の有無を示す各種シンボルマークである。
【００２４】
　撮影視野領域２３全体には、線状にパターニングされて形成された、複数の発光部２５

Ｈ１～２５Ｈ６、２５Ｖ１～２５Ｖ６が規則的に配列され、構図決定のための補助線が形
成される。構図決定のための補助線は、水平補助線Ｈ１、Ｈ２、及び垂直補助線Ｖ１、Ｖ
２とから成る。垂直補助線Ｖ１、Ｖ２、及び水平補助線Ｈ１、Ｈ２は、撮影視野領域２３
において、水平方向及び垂直方向に対称であり、補助線Ｖ１、Ｖ２、Ｈ１、Ｈ２は黄金分
割線として描かれている。
【００２５】
　水平補助線Ｈ１は、垂直補助線Ｖ１、Ｖ２との交点において分割され、発光部２５Ｈ１

、２５Ｈ２、２５Ｈ３それぞれによって構成される３本の分割補助線から成る。すなわち
、発光部２５Ｈ１は、左縁部Ｌ３から垂直補助線Ｖ１との交点まで延び、水平補助線Ｈ１
において左側の分割補助線を構成する。発光部２５Ｈ２は、垂直補助線Ｖ１との交点から
垂直補助線Ｖ２との交点まで延び、水平補助線Ｈ１において中央の分割補助線を構成する
。発光部２５Ｈ３は、垂直補助線Ｖ２との交点から右縁部Ｌ４まで延び、水平補助線Ｈ１
において右側の分割補助線を構成する。
【００２６】
　水平補助線Ｈ２も同様に、垂直補助線Ｖ１、Ｖ２との交点において分割され、発光部２
５Ｈ４、２５Ｈ５、２５Ｈ６によって構成される３本の分割補助線から成る。垂直補助線
Ｖ１及び垂直補助線Ｖ２それぞれも同様に、水平補助線Ｈ１、Ｈ２との交点において分割
され、それぞれ、発光部２５Ｖ１、２５Ｖ２、２５Ｖ３、及び発光部２５Ｖ４、２５Ｖ５

、２５Ｖ６によって構成される。なお、各水平補助線Ｈ１、Ｈ２と各垂直補助線Ｖ１、Ｖ
２との交点において、各発光部の先端部は接触しておらず、各発光部間の絶縁性は保持さ
れる。但し、各補助線Ｈ１、Ｈ２、Ｖ１、Ｖ２において、各分割補助線同士の離間距離は
例えば２～１０μｍに設定されるため、水平補助線Ｈ１、Ｈ２、垂直補助線Ｖ１、Ｖ２は
それぞれ１本の線として視認される。
【００２７】
　各発光部それぞれには、ファインダー視野外領域２２から延ばされた陽極線３１、及び
陰極線３２が接続され、これら各発光部には、陽極線３１、及び陰極線３２を介して電圧
が印加される。各発光部には、それぞれ独立に陽極線３１、及び陰極線３２が接続される
。なお図３においては、陽極線３１、陰極線３２は、発光部２５Ｈ２に接続されるものの
みを表示したが、他の発光部にも同様に陽極線３１、陰極線３２が接続される。また、図
３においては、陽極線３１、陰極線３２は、撮影視野領域２３内のみにおいて表示した。
【００２８】
　図４は、本実施形態に係る発光表示部１６の断面図である。なお、図４では、代表的に
発光部２５Ｈ１、２５Ｈ４の構成を示す。図４に示すように、発光表示部１６は、透明基
板４１と、透明基板４１に対向して設けられる封止部材４２とを備える。封止部材４２は
、透明基板４１上の周辺部に積層された接着剤層３７を介して透明基板４１に接着され、
透明基板４１及び封止部材４２の間には密閉空間３９が形成される。透明基板４１、封止
部材４２は、ガラス、プラスチック等の透明材料から形成される。なお、発光表示部１６
において、透明基板４１側が接眼側、封止部材４２側が対物側となる。
【００２９】
　撮影視野領域２３における透明基板４１の上には、発光部２５Ｈ１～２５Ｈ６、２５Ｖ

１～２５Ｖ６を形成するために、複数の陽極３４が配置される。そして、各陽極３４の上
には、それぞれ有機ＥＬ層３３が積層され、各有機ＥＬ層３３上には、さらに陰極３５が
積層される。これら有機ＥＬ層３３、陽極３４、及び陰極３５は密閉空間３９内に配置さ
れる。陽極３４は、発光部２５Ｈ１～２５Ｈ６、２５Ｖ１～２５Ｖ６毎に設けられ、各発
光部は、それぞれ独立に発光制御可能である。



(7) JP 2008-32905 A 2008.2.14

10

20

30

40

50

【００３０】
　陽極３４及び上述した陽極線３１と陰極線３２は、透明電極であって、例えばITO（Ind
ium Tin Oxide）、ATO(antimony doped tindioxide)、ZnO（zinc oxide）等の透明導電性
金属化合物から形成される。有機ＥＬ層３３は、陽極側から順に例えば正孔輸送材料で構
成される正孔輸送層、有機発光材料で構成される有機発光層、電子輸送材料で構成される
電子輸送層等が積層されて構成され、発光部２５Ｈ１～２５Ｈ６、２５Ｖ１～２５Ｖ６そ
れぞれを構成する有機ＥＬ層３３は、同一の色（例えば赤色）を発するように構成される
。陰極３５も同様に透明電極であって、例えばITO、ATO、ZnO等の透明導電性金属化合物
のみから形成されても良いが、好ましくは以下に示すように２層構造で形成される。
【００３１】
　すなわち、陰極３５は、有機ＥＬ層の上に積層される第１の陰極層と、第１の陰極層の
上に積層される第２の陰極層とによって構成されることが好ましい。第１の陰極層は、例
えばアルミニウム、インジウム、マグネシウム、カルシウム、チタニウム、イットリウム
、リチウム、及びこれらの合金等の非透過性の陰極金属材料から形成されるとともに、第
２の陰極層は、ITO、ATO、ZnO等の透明導電性金属化合物から形成される。第１の陰極層
は非透過性物質によって構成されるが、その層厚が例えば１００Å以下に設定されること
により、実質的に透過性を有し、これにより陰極３５は透明電極に構成される。なお、こ
の場合、第１の陰極層と各有機ＥＬ層の間には、電子注入層が積層されていたほうが良い
。電子注入層は例えばLiFによって形成され、その厚さは例えば７Åである。なお、第２
の陰極層の厚さは例えば２０００Åである。
【００３２】
　陰極３５がITO等の透明導電性金属化合物のみから形成されると仕事関数が高くなり電
子の注入性が低下する。しかし、陰極３５が第１及び第２の陰極層から構成され、かつ第
１の陰極層に上述したような低仕事関数の陰極金属材料が用いられる場合、電子の注入性
の低下を最小限に抑制することができる。
【００３３】
　発光表示部１６の接眼側には被写体からファインダー窓１７に入射するのを防止するた
めの遮光マスク５０が設けられる。遮光マスク５０は透明基板４１側から見ると四角枠状
に形成され、遮光マスク５０が重ねられた領域が四角枠状の情報表示領域２４として形成
される。なお、本実施形態では情報表示領域２４には発光部が設けられないが、発光部が
設けられる場合、遮光マスク５０には開口部が設けられ、発光部で発光した光が開口部を
介してファインダー窓１７内に入射される。
【００３４】
　以上の構成により、有機ＥＬ層３３、陰極３４、及び陽極３５は透明材料で形成される
ので、発光部２５Ｈ１～２５Ｈ６、２５Ｖ１～２５Ｖ６の発光が停止されているとき、こ
れら発光部は実質的に視認されない。一方、発光部２５Ｈ１～２５Ｈ６、２５Ｖ１～２５

Ｖ６は上述したように黄金分割線を描くように配列されているため、これら全てが発光す
ると、黄金分割線が発光表示される。したがって、本実施形態では、黄金分割線の表示・
非表示を容易に切り替えることができる。
【００３５】
　図５は、本実施形態に係る測光方法を説明するための図であって、ピント板１３に結像
される被写体像を示す。なお、図５において一点鎖線は、ファインダー窓１７から被写体
像Ｍを見たときに、各発光部の発光表示が、被写体像Ｍに重ねられる位置を示す。
【００３６】
　被写体輝度の測定は、被写体像Ｍの複数の領域について測光を行う分割測光方式で行わ
れる。ピント板１３に結像される被写体像Ｍには、各発光部２５Ｈ１～２５Ｈ６、２５Ｖ

１～２５Ｖ６の発光表示される位置にそれぞれ対応して、分割測光のための分割領域ＭＨ

１～ＭＨ６、ＭＶ１～ＭＶ６が設定されている。測光用受光素子１９は、各分割領域ＭＨ

１～ＭＨ６、ＭＶ１～ＭＶ６における被写体輝度を測定し、これにより各発光部２５Ｈ１

～２５Ｈ６、２５Ｖ１～２５Ｖ６が発光表示される場所の周辺領域の被写体輝度が測定さ
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れる。
【００３７】
　次いで、図６、７を用いて本実施形態における発光制御方法を説明する。図６は、本実
施形態に係る一眼レフカメラの模式的なブロック図である。図７は、本実施形態における
発光制御ルーチンのフローチャートである。なお、以下のルーチンでは、発光部２５Ｈ１

～２５Ｈ６それぞれが形成する分割補助線をそれぞれ分割線１～６とし、発光部２５Ｖ１

～２５Ｖ６それぞれが形成する分割補助線をそれぞれ分割線７～１２とする。また、同様
に、分割領域ＭＨ１～ＭＨ６、ＭＶ１～ＭＶ６それぞれを領域１～１２とする。
【００３８】
　一眼レフカメラの各種動作はＣＰＵ５８によって制御される。電源スイッチ５９が入力
されると、ＣＰＵ５８が駆動し、一眼レフカメラの動作が開始される。カメラ動作してい
る状態で、不図示のシャッターボタンが半押しされると第１のスイッチ６０が入力され、
図７に示す発光制御ルーチンが開始される。発光制御ルーチンにおいては、まずステップ
Ｓ１００で発光表示部１６の各発光部２５Ｈ１～２５Ｈ６、２５Ｖ１～２５Ｖ６に入力さ
れる電流値が基準電流値に設定される。次いで、ステップＳ１１０で各発光部に基準電流
値の電流が流され、各発光部の発光が、基準強度で開始され、撮影視野領域２３に補助線
Ｈ１、Ｈ２、Ｖ１、Ｖ２が発光表示される。
【００３９】
　ステップＳ１２０ではタイムカウンタ６７のタイムカウントｔが０に設定され、次いで
ステップＳ１３０ではタイムカウントｔが所定値ｍ未満か否かが判定され、ｔがｍ未満な
らばステップＳ１４０に進み、ステップＳ１４０でｔに１が追加され、ステップＳ１５０
に進む。一方、タイムカウントｔが所定値ｍ以上ならば、ステップＳ１３５に進み、各発
光部の発光を停止し、本ルーチンは終了する。すなわち、本ルーチンは、シャッターボタ
ン半押し後、所定時間（例えば３０秒）経過すると終了し、補助線Ｈ１、Ｈ２、Ｖ１、Ｖ
２の表示が終了する。
【００４０】
　ステップＳ１５０では、発光部２５Ｈ１～２５Ｈ６、２５Ｖ１～２５Ｖ６の発光が停止
された後、ステップＳ１６０において、測光用受光素子１９（図１参照）を含むＡＥ回路
６５によって測光動作が行われる。測光動作では、領域１～１２における被写体輝度が測
定され、被写体輝度のデータはＣＰＵ５８に一旦格納される。測光動作終了後、ステップ
Ｓ１７０では、発光部２５Ｈ１～２５Ｈ６、２５Ｖ１～２５Ｖ６の発光が再開される。以
上の動作により、本ルーチンでは、発光部が消灯されている場合に測光が行われるので、
発光部の発光の影響を受けずに、被写体輝度を測定することができる。また、発光部が消
灯している時間は、短時間であるので、観察者にちらつきを与えることはない。
【００４１】
　測光動作終了後、ステップＳ１８０ではｎ＝０に設定される。その後、ステップＳ１９
０～Ｓ２２０において、各分割線１～１２の発光輝度調整が行われる。発光輝度調整では
、まずステップＳ１９０で、ｎに１が加算され、ステップＳ２００では、ステップＳ１６
０で測定された領域ｎにおける被写体輝度が読み出される。
【００４２】
　次いで、ステップＳ２１０では、読み出された被写体輝度に応じて分割線ｎの発光強度
が設定される。例えば、被写体輝度が規定輝度値と同一であれば、分割線ｎを形成する発
光部の発光強度は基準強度に設定される。また、被写体輝度が規定輝度値より大きければ
、分割線ｎを形成する発光部の発光強度は基準強度より大きく設定されると共に、被写体
輝度が規定輝度値より小さければ、分割線ｎを形成する発光部の発光強度は基準強度より
小さく設定される。すなわち、分割線ｎを形成する発光部の発光強度は、被写体輝度が大
きくなるほど、相対的に大きくされ、好ましくは被写体輝度に比例して大きくされる。
【００４３】
　ステップＳ２２０では、ｎが１２より小さいか否かが判定される。ｎが１２より小さい
場合、分割線１～１２の全ての発光強度の設定が行われていないので、ステップＳ１９０
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に戻り、ステップＳ１９０でｎに１が加算され、次の分割線の発光強度の設定が行われる
ために、ステップＳ１９０～２２０のルーチンが繰り返される。一方、ステップＳ２２０
でｎ＝１２と判定されると、全ての分割線１～１２の発光強度の設定が終了していること
となるので、ステップＳ２３０に進む。そして、ステップＳ２３０では、分割線１～１２
を形成する発光部それぞれが、ステップＳ２１０で設定された発光強度に制御されて発光
させられる。ステップＳ２３０終了後、ステップＳ１３０に戻る。
【００４４】
　なお、本ルーチンにおいては、測光動作と共に、ＡＦ回路６６によって被写体距離の測
定が行われ、その測定結果に応じて、レンズ駆動回路６４によって対物レンズ１１が移動
させられ、被写体像が合焦させられる。そして、レリーズボタンが全押しされ、第２のス
イッチ６１が入力されると、撮影ルーチンが割り込み、被写体の撮影が行われる。すなわ
ち、クイックリターンミラー１２（図１参照）が光路から退避され、ＣＣＤ又はフィルム
の露光が行われ、静止画像が得られる。撮影動作が終了すると、発光部の発光表示は停止
される。
【００４５】
　また、本実施形態に係る一眼レフカメラでは、発光スイッチ６２が設けられ、上記発光
制御ルーチンは、発光スイッチ６２の入力に基づいても開始される。また、上記発光制御
ルーチンが実施されているときに、発光スイッチ６２が入力されると、各発光部の発光は
停止され、上記発光制御ルーチンは終了する。
【００４６】
　以上のように本実施形態では、被写体輝度が相対的に高い領域に配置された分割補助線
の発光強度は、相対的に高くなるので、分割補助線の視認性が高められ、黄金分割線が視
認しやすくなる。一方、被写体輝度が相対的に低い領域に配置された発光部の発光強度は
低くなるので、暗いシーンにおける分割補助線の明るさが抑えられ、被写体観察の妨げと
なることが防止される。
【００４７】
　なお、本ルーチンでは、各発光部は独立に発光強度が調整された（ステップＳ２２０）
が、全ての発光部が同一の発光強度に調整されても良い。この場合、例えば、分割領域Ｍ

Ｈ１～ＭＨ６、ＭＶ１～ＭＶ６で測定された全ての被写体輝度の平均値に応じて、発光部
の発光強度が設定される。
【００４８】
　また、例えば、被写体輝度が規定輝度値を上回る補助線の数と、規定輝度値を下回る補
助線の数とが比較されて発光強度が調整されて良い。この場合、規定輝度値を上回る補助
線の数が多い場合、全ての発光部の発光強度が基準強度より大きくされる一方、規定輝度
値を下回る補助線の数が多い場合、全ての発光部の発光強度が基準強度より小さく設定さ
れる。また、規定輝度値を上回る数と下回る数が同一の場合、全ての発光部の発光強度が
基準強度に設定される。なお、本実施形態では、測光を行うための各分割領域は、図５で
示すように発光部の位置にオーバーラップしていたが、オーバーラップしないように配置
されていても良い。発光部の被写体輝度は複数の分割領域の測定値を基に推定することが
できるため、その値を用いて発光部の強度を設定することができる。
【００４９】
　次いで、本発明に係る第２の実施形態について説明する。第２の実施形態においては、
各発光部２５Ｈ１～２５Ｈ６、２５Ｖ１～２５Ｖ６を構成する陰極３５は、非透過性の陰
極金属材料から形成され、非透明電極として構成される。このような構成によれば、陰極
３５は被写体からの入射光を遮光するので、発光部２５Ｈ１～２５Ｈ６、２５Ｖ１～２５

Ｖ６は、非発光であるときにも、遮光表示部として視認される。すなわち、発光部２５Ｈ

１～２５Ｈ６、２５Ｖ１～２５Ｖ６が非発光のときも、補助線Ｈ１、Ｈ２、Ｖ１、Ｖ２、
すなわち黄金分割線が視認される。
【００５０】
　第２の実施形態に係る発光制御ルーチンは図８に示す。なお、本ルーチンで、第１の実
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施形態の発光制御ルーチンとの相違点は、ステップＳ２１０以降の制御のみであるので、
この点のみを説明する。
【００５１】
　第２の実施形態においては、ステップＳ２００で領域ｎの被写体輝度が読み出された後
、ステップＳ２１０において、読み出された被写体輝度が閾値より大きいか否かが判定さ
れる。ステップＳ２１０で領域ｎの被写体輝度が閾値より大きいと判定されると、ステッ
プＳ２１２に進み、分割線ｎを形成する発光部の発光強度が０に設定される。一方、ステ
ップＳ２１０で領域ｎの被写体輝度が閾値以下と判定されると、ステップＳ２１５におい
て、第１の実施形態と同様に、分割線ｎを形成する発光部の発光強度が、被写体輝度が大
きいほど、相対的に大きく設定される。そして、全ての分割線１～１２の発光強度の設定
が終了したとステップＳ２２０で判定されると、ステップＳ２３０では、分割線１～１２
を形成する発光部の発光強度がステップＳ２１２、Ｓ２１５で設定された発光強度に変更
される。すなわち、ステップＳ２１２で発光強度が０に設定された分割線ｎを形成する発
光部は発光が停止される。一方、ステップＳ２１５で発光強度が被写体輝度に応じて設定
された分割線を形成する発光部は、発光強度がその設定値に制御されて発光させられる。
【００５２】
　以上のように本実施形態においては、被写体輝度が相対的に高い領域では発光部が消灯
されると共に、被写体輝度が相対的に低い領域では発光部が発光させられている。すなわ
ち、本実施形態では被写体輝度が相対的に高い領域では、発光部は被写体からの光を遮光
することにより補助線を表示すると共に、被写体輝度が低い領域では発光部は自発光によ
り、補助線を発光表示することとなる。
【００５３】
　被写体像が明るすぎる場合、補助線を自発光させると、補助線と被写体像との明度が近
似し、補助線の視認性が良好でなくなるおそれがある。しかし、このような場合に、本実
施形態のように、補助線を遮光表示部として表示すると、補助線と被写体像のコントラス
トが良好になり、補助線は視認性良く観察される。
【００５４】
　なお、本実施形態でも分割補助線各々が独立に発光制御されたが、例えば分割領域ＭＨ

１～ＭＨ６、ＭＶ１～ＭＶ６で測定された全ての被写体輝度の平均値に応じて、全ての分
割補助線の非発光・発光が切り替えられても良い。また、被写体輝度が閾値を上回る補助
線の数と、規定輝度値を下回る補助線の数とが比較されて、全ての発光部の非発光・発光
が切り替えられても良い。
【００５５】
　次に、本発明に係る第３の実施形態を説明する。第３の実施形態においても、発光部２
５Ｖ１～２５Ｖ６、２５Ｈ１～２５Ｈ６（図３参照）が第１の実施形態と同様に配列され
、水平補助線Ｈ１、Ｈ２、垂直補助線Ｖ１、Ｖ２が形成されている。
【００５６】
　図９は、第３の実施形態に係る発光表示部の構成を示す断面図である。発光表示部１６
では、透明基板４１の上に、透明基板４１側から順に第１の薄厚透明基板７１、第２の薄
厚透明基板７２、及び封止部材４２が配置される。基板４１、７１間、基板７１、７２間
、及び基板７２と封止部材４２の間には、スペーサ７４が配置され、各基板間及び基板７
２と封止部材４２の間は離間される。封止部材４２は、透明基板４１上の周辺部に積層さ
れた接着剤層３７を介して透明基板４１に接着され、透明基板４１及び封止部材４２の間
には密閉空間３９が形成され、第１及び第２の薄厚透明基板７１、７２は密閉空間３９の
中に配置される。第１及び第２の薄厚透明基板７１、７２は、透明基板４１、封止部材４
２と同様に、ガラス、プラスチック等の透明材料から形成される。
【００５７】
　発光表示部１６は、透明基板４１上に配置され、赤色の光を発する複数の赤色発光要素
２５Ｒと、第１の薄厚透明基板７１上に配置され、緑色の光を発する複数の緑色発光要素
２５Ｇと、第２の薄厚透明基板７２上に配置され、青色の光を発する複数の青色発光要素
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２５Ｂとを備える。各緑色発光要素２５Ｇ及び各青色発光要素２５Ｂは、それぞれ赤色発
光要素２５Ｒが配置された位置に対応して配置され、これにより、各発光部２５Ｈ１～２
５Ｈ６、２５Ｖ１～２５Ｖ６、（図３参照）が、それぞれ３つの発光要素２５Ｒ、２５Ｇ
、２５Ｂが重ねられて構成される。なお、各発光要素２５Ｒ、２５Ｇ、２５Ｂは、第１の
実施形態と同様に、陽極３４、有機ＥＬ層３３、及び陰極３５がこの順で基板側から積層
されて構成される。
【００５８】
　赤色発光要素２５Ｒ及び緑色発光要素２５Ｇの陰極３５は、透明電極として形成される
が、最も対物側に設けられた青色発光要素２５Ｂの陰極３５は、非透明電極として形成さ
れる。したがって、発光部２５Ｈ１～２５Ｈ６、２５Ｖ１～２５Ｖ６（図３参照）は、非
発光のとき、青色発光要素２５Ｂの陰極３５によって被写体からの光を遮光し、黒色の補
助線として表示される。
【００５９】
　各発光要素２５Ｒ，２５Ｇ，２５Ｂそれぞれは、第１の実施形態の各発光部と同様に各
々に陽極線及び陰極線が接続され、それぞれ独立発光制御が可能である。したがって、発
光部２５Ｈ１～２５Ｈ６、２５Ｖ１～２５Ｖ６は、各発光要素２５Ｒ，２５Ｇ，２５Ｂに
入力される電流量を制御することによりフルカラー発光表示が可能である。
【００６０】
　図１０は、本実施形態における発光制御ルーチンのフローチャートである。なお、以下
のルーチンでは第１の実施形態との相違点を中心に説明する。なお、一眼レフカメラの構
成は第１の実施形態と同様であるので、上記ルーチンを説明するために図１、図６も参照
する。なお、第３の実施形態に係る測光受光素子１９は測色機能も有しており、被写体像
のカラーバランス（色）を測定することが可能である。
【００６１】
　不図示のシャッターボタンが半押しされると第１のスイッチ６０が入力され、第１の実
施形態と同様に図１０に示す発光制御ルーチンが開始される。発光制御ルーチンにおいて
は、まずステップＳ１００で発光表示部１６の各発光要素２５Ｒ、２５Ｇ，２５Ｂに入力
される電流値が、各発光部２５Ｈ１～２５Ｈ６、２５Ｖ１～２５Ｖ６の発光色が白色にな
るように設定される。次いで、ステップＳ１１０で各発光部に電流が入力され、各発光部
が白色光を発し、撮影視野領域２３に補助線Ｈ１、Ｈ２、Ｖ１、Ｖ２が発光表示される。
【００６２】
　ステップＳ１２０～Ｓ１４０は第１の実施形態と同様であり、本ルーチンも、シャッタ
ーボタン半押し後、所定時間（例えば３０秒）経過すると終了するように設定されている
。
【００６３】
　ステップＳ１５０では、発光部２５Ｈ１～２５Ｈ６、２５Ｖ１～２５Ｖ６の発光が停止
された後、ステップＳ１６０において、ＡＥ回路６５によって測光動作が行われると共に
、測色動作も行われ、分割領域ＭＨ１～ＭＨ６、ＭＶ１～ＭＶ６における被写体のカラー
バランスが測定される。測色動作終了後、ステップＳ１７０では、発光部２５Ｈ１～２５

Ｈ６、２５Ｖ１～２５Ｖ６の発光が再開される。
【００６４】
　測色動作終了後、ステップＳ１８０ではｎ＝０に設定される。その後、ステップＳ１９
０～Ｓ２２０において、各補助線１～１２の発光色設定動作が行われる。発光色設定動作
では、まずステップＳ１９０で、ｎに１が加算され、ステップＳ２００では、ステップＳ
１６０で測定された領域ｎにおける被写体像のカラーバランスが読み出され、領域ｎの被
写体像の色が赤、緑、青、シアン、マゼンタ、黄、白、及び黒のうちいずれかであるかが
識別される。なお、いずれの色であるかは、例えば、ＲＧＢそれぞれの強度と、ＲＧＢ比
とによって、識別される。
【００６５】
　次いで、ステップＳ２１０では、ステップＳ２００で識別された色の反対色となるよう
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に、領域ｎに配置された分割線ｎを形成する発光部の発光色が設定される。なお、本実施
形態においては、赤とシアン、緑と黄、青とマゼンタ、及び白と黒がそれぞれ反対色の関
係にあるとする。
【００６６】
　ステップＳ２２０では、ｎが１２より小さいか否かが判定される。ｎが１２より小さい
場合、分割線１～１２の全ての発光色の設定が行われていないので、ステップＳ１９０に
戻り、ステップＳ１９０でｎに１が加算され、次の分割線の発光色の設定が行われ、ステ
ップＳ１９０～２２０のルーチンが繰り返される。一方、ステップＳ２２０でｎ＝１２と
判定されると、ステップＳ２３０に進む。そして、ステップＳ２３０では、分割線１～１
２それぞれが、ステップＳ２１０で設定された色に調整させられて表示される。ステップ
Ｓ２３０終了後、ルーチンはステップＳ１３０に戻る。
【００６７】
　ステップＳ２３０における表示色の調整は、例えば領域１の被写体像の色が赤色と識別
されたならば、分割線１に対応して設けられた緑色発光要素２５Ｇ、青色発光要素２５Ｂ
が発光され、分割線１がシアン色に発光表示される。また、例えば、領域１の被写体像の
色が白色と識別されたならば、分割線１に対して設けられた発光要素２５Ｒ、２５Ｇ、２
５Ｂの発光が停止され、青色発光要素２５Ｂの陰極３５が被写体からの光を遮光すること
により、分割線１は黒色に表示される。
【００６８】
　以上のように、本実施形態では、補助線が、被写体像と異なる色で発光表示させること
ができるので、補助線を被写体像と差別化して表示させることができる。
【００６９】
　なお、第３の実施形態において、各発光部は、色に加えて、第１の実施形態のように発
光強度も併せて調整されても良い。また、第１乃至第３の実施形態における発光制御ルー
チンでは、ルーチンが終了するとき、終了直前に設定された各発光部の色や発光強度が記
憶され、ステップＳ１００ではその記憶されている色や発光強度に基づいて各発光部の色
や発光強度が設定されても良い。
【００７０】
　図１１は、第４の実施形態に係る発光表示部１６の平面図である。第１乃至第３の実施
形態では、垂直補助線Ｖ１、Ｖ２それぞれは、３本の分割補助線に分割され、３つの発光
部によって形成されたが、本実施形態では、上縁部Ｌ１から下縁部Ｌ２まで延びる１つの
発光部２５Ｖ１、２５Ｖ２によって形成される。勿論、本実施形態においては、垂直補助
線Ｖ１、Ｖ２の代わりに水平補助線Ｈ１、Ｈ２が１つの発光部から形成されても良い。
【００７１】
　さらに、第３の実施形態（図９参照）のように、封止部材４２と透明基板４１の間に形
成された密閉空間３９中に、１枚の薄厚透明基板７１が透明基板４１及び封止部材４２か
ら離間して設けられ、水平補助線Ｈ１、Ｈ２を形成する発光部が薄厚透明基板７１及び透
明基板４１のうちいずれか一方の基板上に形成され、垂直補助線Ｖ１、Ｖ２を形成する発
光部が他方の基板上に形成されても良い。このような構成によれば、各水平補助線Ｈ１、
Ｈ２及び各垂直補助線Ｖ１、Ｖ２は分割しなくても良く、それぞれ１つの発光部から形成
できる。
【００７２】
　また、第１乃至第４の実施形態において、黄金分割線は、複数の発光部２５Ｖ１～２５

Ｖ６、２５Ｈ１～２５Ｈ６で構成されたが、格子状にパターニングされた１つの発光部に
よって構成されても良い。
【００７３】
　さらに、第１乃至第４の実施形態においては、垂直補助線Ｖ１、Ｖ２は、上縁部Ｌ１か
ら下縁部Ｌ２まで延ばされたが、上縁部Ｌ１より内側の位置から下縁部Ｌ２より内側の位
置まで延ばされても良い。水平補助線Ｈ１、Ｈ２も同様に、左縁部Ｌ３より内側の位置か
ら右縁部Ｌ４の内側の位置まで延ばされても良い。
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【００７４】
　なお、第１乃至第４の実施形態において、複数の補助線は、黄金分割線を形成したが、
例えば、図１２に示すように、垂直補助線Ｖ及び水平補助線Ｈそれぞれが３本以上設けら
れた方眼線に形成されても良い。また、カメラが例えば顕微鏡撮影用に用いられる場合、
図１３に示すように、構図決定のための補助線は、十字状に設けられ、かつ中央領域Ｐで
途切れる垂直補助線及び水平補助線に目盛り線が付された目盛り付き十字補助線であって
も良い。
【００７５】
　図１４は、第５の実施形態に係る発光表示部１６の構成を示すための平面図である。本
実施形態においては複数の発光部は、黄金分割線（図３参照）、方眼線（図１２参照）、
及び目盛り付き十字補助線（図１３参照）の３つパターンの構図決定用の補助線を重畳的
に描くように配列される。各発光部は、第１の実施形態と同様に、陽極、有機ＥＬ層、陰
極が積層されて構成される共に、陰極が透明電極から形成されるので、非発光の時には実
質的に視認することができない。
【００７６】
　したがって、本実施形態では、複数の発光部のうち、一部の発光部が発光することによ
り、黄金分割線、方眼線、及び目盛り付き十字補助線のうち、いずれか１パターンの構図
決定用の補助線が発光表示させられる。
【００７７】
　なお、第５の実施形態において、補助線は、複数の水平補助線Ｈと、複数の垂直補助線
Ｖと、目盛りを表示するための複数の目盛り線Ｗから成るが、各水平補助線Ｈ、及び各垂
直補助線Ｖは、全てのパターンの構図決定用の補助線が発光表示できるように適宜分割さ
れていると共に、目盛り線Ｗも垂直補助線Ｖ、水平補助線Ｈから分離されて形成されてい
る。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】一眼レフカメラのファインダー装置の平面図である。
【図２】一眼レフカメラのファインダー装置の上面図である。
【図３】第１の実施形態における発光表示部の平面図である。
【図４】第１の実施形態における発光表示部の断面図である。
【図５】ピント板に結像される被写体像を模式的に示した図である。
【図６】一眼レフカメラの模式的なブロック図である。
【図７】第１の実施形態における発光制御ルーチンを示すフローチャートである。
【図８】第２の実施形態における発光制御ルーチンを示すフローチャートである。
【図９】第３の実施形態における発光表示部の断面図である。
【図１０】第３の実施形態における発光制御ルーチンを示すフローチャートである。
【図１１】第４の実施形態における発光表示部の平面図である。
【図１２】構図決定用の補助線の一例を示す図である。
【図１３】構図決定用の補助線の一例を示す図である。
【図１４】第５の実施形態において、撮影視野領域に配列された発光部を模式的に示す図
である。
【符号の説明】
【００７９】
　１０　ファインダー装置
　１１　対物レンズ（対物光学系）
　１６　発光表示部
　１７　ファインダー窓
　１９　測光用受光素子（測光手段、測色手段）
　２３　撮影視野領域
　２５Ｖ１～２５Ｖ６、２５Ｈ１～２５Ｈ６　発光部
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　３３　有機ＥＬ層
　３４　陽極
　３５　陰極
　Ｈ１、Ｈ２　水平補助線
　Ｖ１、Ｖ２　垂直補助線

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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